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第 1 章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 
 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 
「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算して 1月間縦覧に供した。 
 

(1) 公告の日 
平成 29 年 11 月 28 日（火） 

 
(2) 公告の方法 

①日刊新聞紙による公告（別紙 1 参照） 
下記日刊紙に「公告」を掲載した。 
・平成 29 年 11 月 28 日（火）付 熊本日日新聞 
※平成 29 年 12 月 6 日（水）、7 日（木）に開催する説明会についての公告を含む 

 
②インターネットによるお知らせ 
平成 29 年 11 月 28 日（火）から、下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 
・熊本県のウェブサイト（別紙 2-1 参照） 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_20572.html 
・株式会社レノバ ウェブサイト（別紙 2-2 参照） 

http://www.renovainc.jp/amakusa-reihoku_wind_EIA.html 
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(3) 縦覧場所 
関係自治体庁舎の計 3 箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用により縦覧

を行った。 
①関係自治体庁舎での縦覧 

・熊本県庁（行政棟新館一階情報プラザ） 

（住所：熊本県熊本市中央区水前寺 6-18-1） 

・苓北町役場水道環境課 

（住所：熊本県天草郡苓北町志岐 660） 

・天草市役所天草支所 

（住所：熊本県天草市天草町高浜南 488-1） 

②インターネットの利用による縦覧 

・株式会社レノバ ウェブサイト 
http://www.renovainc.jp/amakusa-reihoku_wind_EIA.html 

 
(4) 縦覧期間 

・縦覧期間：平成 29 年 11 月 28 日（火）から 12 月 28 日（木）まで 
（土・日曜日、祝日を除く。） 

・縦覧時間：各庁舎の開庁時間内 
 
なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な状態

とした。 
 

(5) 縦覧者数 
縦覧者数（意見書箱への投函者数）は 0 件であった。 
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2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 
「環境影響評価法」第 7 条の 2 の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を開

催した。 
 

(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、環境影響評価方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

（別紙 1 及び別紙 2-2 参照） 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

・開催日：平成 29 年 12 月 6 日（水） 

・開催場所：苓北町コミュニティセンター（熊本県天草郡苓北町志岐 1230-1） 

・開催時間 19:30～21:00 

・来場者数：9 名 

 

・開催日：平成 29 年 12 月 7 日（木） 

・開催場所：天草市下田北地区コミュニティセンター（熊本県天草市天草町下田北 534-1） 

・開催時間：19:30～21:00 

・来場者数：0 名 
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3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 
「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提出

を受け付けた。 
 

(1) 意見書の提出期間 
平成 29 年 11 月 28 日（火）から平成 30 年 1 月 11 日（木）まで 
（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 
(2) 意見書の提出方法 

環境の保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 
①縦覧場所に設置した意見書箱への投函（別紙 3 参照） 
②株式会社レノバへの書面の郵送  

 
(3) 意見書の提出状況 

1 名の方から合計で 1 件の意見が提出された。 
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第 2 章 環境影響評価方法書に対する環境の保全の見地からの提出意見の概要と事業者の見解 
 
「環境影響評価法」第 8 条及び第 9 条に基づく、方法書について提出された環境の保全の見地からの

意見の概要及びこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 
 

表 環境影響評価方法書について提出された意見と事業者の見解 

 

No. 意見 事業者の見解 
1 

 

風力発電からの騒音に対する懸念について 
 
・計画を立てる前に何の相談もなかった。騒音で
夜眠れなかったり生活に支障がでるようなことが
あってはならない。 
・生活に少しでも悪影響があるようであれば立て
てほしくない。 
・夜は車が一台も通らない静かな所なので音がす
ると気になる。 
・仮に音の db が基準内であっても周囲が静かで一
つだけ音がしていると耳障りになる 。 
・地形が窪地ようになっており低音が反響しやす
く、また低周波音は耳栓などで防ぐことができな
い。 
・万が一問題があった場合の補償はあるのか。 
 
過去に騒音で悩んだことがあり不安に感じていま
す。 
自営業のため基本的に家にいるので環境的に騒音
が発生すると負担を強いられます。 
 
風力発電等による低周波音・騒音の長期健康に関
する疫学研究（長島 風力発電 騒音で検索、参考
にして下さい） 
http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/special/ 
houkoku/data_h27/pdf/5-1307.pdf 
 
天草と隣接する長島風力発電所の騒音調査では風
力発電施設から発生する騒音で睡眠障害のリスク
ファクターの可能性が高いとあります。 
（風車の大きさが苓北で想定されているものより
も小さく住居の距離が離れているにも関わらず） 
 

苓北町在住 A 氏 

風力発電施設からの騒音については、平成 29 年
5 月に環境省より示された「風力発電施設から発生
する騒音に関する指針」や「風力発電施設から発生
する騒音等測定マニュアル」等の最新の知見等に基
づき、地域特性を踏まえ、住居等への影響について
適切に調査、予測及び評価を行います。 
騒音や超低周波音は、距離が離れるほど減衰して

いきますが、ご指摘のとおり、地形等の状況により
騒音の伝搬状況は大きく変わる可能性もあります。
予測では標高データ等を用いて地形による音の伝
搬状況等を考慮した予測を実施します。その結果を
踏まえ、騒音や超低周波音の影響を低減できる風力
発電機の配置を検討致します。 

 
なお、平成 28 年 11 月に環境省から示された、検

討会報告書「風力発電施設から発生する騒音等への
対応について」によると、国内外の風車騒音と人へ
の健康影響について、過去の研究を広く整理したと
ころ、風力発電施設から発生する超低周波音と健康
影響については、明らかな関連を示す知見は確認で
きないという報告がされております。 
 
稼働後、もし仮に音がよく聞こえるなどの苦情が

寄せられた場合、実際に風力発電施設の音を測定
し、影響を低減する方法を検討します。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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［別紙 1］ 
○日刊新聞紙における公告 
 
熊本日日新聞（平成 29 年 11 月 28 日（火）） 
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［別紙 2-1］ 
○インターネットによる「お知らせ」 

（熊本県のウェブサイト） 
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［別紙 2-2］ 
（株式会社レノバ 環境影響評価ウェブサイト） 
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［別紙 3］ 
○ご意見記入用紙 

 




